




３．自転車で転倒してケガをした。１．自転車で相手をケガさせた。 ２．自転車で他人の財物を壊した。

2016年4月1日以降始期契約用

Ａコース Ｂコース Ｃコース

ご
自
身
の
ケ
ガ
の
補
償

死亡・後遺障害保険金額
（後遺障害等級第１～７級限定）

500万円 500万円 290万円

入院保険金日額 6,000円 6,000円 4,000円

通院保険金日額 1,000円 - -

日常生活賠償保険金額 3億円 3億円 3億円

年間保険料 7,230円 5,320円 3,990円

近年相次ぐ自転車による高額賠償事故
にも対応できるよう、十分な保険金額
となっています。

※１：補償対象となる事故は自転車事故に限りません。詳細は「ネットde保険＠さいくる」ご契約手続画面をご確認ください。

判決 賠償額※２ 事故の概要

神戸地裁
20１3年
7月4日判決

約9,500
万円

小学生の児童が自転車で
坂を下っている際に女性と
衝突。被害者は寝たきりの
状態となった。

東京地裁
2008年
6月5日判決

約9,300
万円

男子高校生が車道を横断し、
対向車線の自転車の男性
と衝突。被害者には後遺障
害が残った。

東京地裁
2014年

1月28日判決

約4,700
万円

男性が信号を無視して交差
点に進入し、横断中の女性
と衝突。被害者は頭を打ち
死亡した。

（注１）家族型・夫婦型・配偶者対象外型のコースもご用意しています。

（注２）後遺障害保険金は、後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金
額の１００％～４２％をお支払いします。

（注３）手術を受けた場合は手術保険金（入院中に受けた手術の場合は入院
保険金日額の１０倍、それ以外の手術の場合は入院保険金日額の
５倍）をお支払いします。

検索サイトまたは左の
ＱＲコードからご契約
手続画面にアクセス！
ご契約手続きの流れは裏面へ

加害者となり、損害賠償責任を負った場合の補償※１ ご自身のケガの補償※１

ご契約プラン（本人型の例）

パソコンまたはスマートフォンからいつでも契約ＯＫ！

ＧＫ ケガの保険 （パーソナル総合傷害保険）

※２：判決文で加害者が支払いを命じられた金額です。

サイクリングや通勤・通学中など、自転車事故における次のリスクをしっかり補償します！

 事故の相手に対する賠償責任を

 最大３億円まで補償します！

特
徴
１

 保険会社による

 示談交渉サービス付きなので安心！

特
徴
２

 自転車事故の他、交通事故による
 ご自身のケガも補償！

特
徴
３

 インターネットによる簡単な手続き！
 保険料のお支払いは便利な
 クレジットカード払い！

特
徴
４

福岡医師協同組合 三井住友海上



本店 〒101-8011 東京都千代田区神田駿河台3-9 
三井住友海上駿河台ビル
三井住友海上インターネットデスク
電話：0120-933-504（無料）
電話受付時間：月～金曜日 9:00～17:00
（土日・祝日・年末年始は休業させていただきます）

●取扱代理店（お問い合わせ先）

●被保険者（補償の対象者）について
被保険者ご本人としてご加入いただける方は、始期日時点における年令が満６９才以下の方です。
●この保険の保険期間は、1年間です。毎年ご継続手続きが必要です。
●満期日時点でこの保険の引受範囲外となった場合や保険金請求状況等によっては、保険期間終了後、継続加入できな
いことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。

●日常生活賠償特約の被保険者の範囲は、「本人型」等プランの種類に関わらず次のとおりとなります（本人が満２２才以
下の場合で、かつ、被保険者の範囲が本人型の場合には被保険者の範囲に関する特約（親権者補償用）がセットされる
ため、一部被保険者の範囲が異なります）。
①本人
②配偶者
③本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の親族（＊１）

④本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子
⑤上記のいずれかに該当する方が責任無能力者である場合は、その方の親権者、その他の法定の監督義務者および
監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方（＊２）。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。
（＊１）「親族」とは、６親等内の血族および３親等内の姻族をいいます。
（＊２）監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方は、責任無能力者の親族（＊１）に限ります。

●死亡・後遺障害保険金額について
①次のいずれかに該当する場合、ご契約いただける死亡・後遺障害保険金額は、「同種の危険を補償する他の保険契
約等」（＊２）と合計して、被保険者１名につき１，０００万円が上限となりますのでご注意ください。
・始期日時点で被保険者（＊３）が満１５才未満の場合
・保険契約者と被保険者（＊３）（満１５才以上）が異なる場合
②本人型以外の場合、被保険者ご本人以外の被保険者(被保険者ご本人の配偶者および親族)についてご契約いただ
ける死亡・後遺障害保険金額は、「同種の危険を補償する他の保険契約等」（＊２）と合計して、被保険者1名につき
１，０００万円が上限となります。
（＊２）「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、パーソナル総合傷害保険、交通事故傷害保険等をいい、いずれ

も積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
（＊３）本人型以外の場合、「被保険者ご本人」と読み替えます。

●日常生活賠償特約は補償内容が同様の保険契約（異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約を含みます。）が他
にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえ
でご契約ください。

このチラシは、保険の特徴を説明したものです。保険料、補償内容、ご加入条件等の詳細は「ネットde保険＠さいくる」ご
契約手続画面をご確認ください。また、法令により、保険募集人以外は保険の勧誘や補償内容の説明は行えません。保
険料、補償内容、ご加入条件等に対するご不明点がございましたら、下記取扱代理店（お問い合わせ先）にご連絡をお
願いします。

ＳＴＥＰ１ ＳＴＥＰ２ ＳＴＥＰ３

３つのステップで簡単にご契約いただけます。

検索サイトあるいは本チラシ表面
のQRコードから＠さいくるのご契
約手続画面にアクセスします。

ご契約手続画面に沿って、お客
さまの情報を入力し、ご契約タイ
プ・コースを選択します。所要時
間約１０分でお手続きできます。

「お申込み」ボタンを押すとお手
続きが完了し、ご契約成立となり
ます。

ご注意

ご契約手続きの流れ
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契約完了
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